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年金ミニ知識
問い合わせ　戸籍・年金担当

† 76－2151 内線 222、223 ●日　　時 ２月２日（日）

受付：午前９時 開始時間：午前10時

●場　　所 ファミリースキー場（共和）

●内　　容 レッスン、タイムレース、そりレース、

みかん拾い　他

※恒例の元オリンピッ　

ク選手・川端絵美さん　

との「ジャンケン大会」

も行います。

●申し込み 小中学生は、１月27日（月）までに中央

公民館生涯学習課へ申し込んでくださ

い。幼児・一般（高校生を含む）は、

当日受付します。

問い合わせ先

中央公民館生涯学習課　†76－2713

▼20歳になったら年金に加入
新成人のみなさん！　おめでとうござ

います。

日本に住む20歳から60歳未満のすべ

ての方は、国民年金に加入し、保険料を

納付する義務と年金を受け取る権利があ

ります。もちろん、学生や家事手伝いな

ど就労していない方、アルバイトやフリ

ーターの方も同様です。なお、厚生年金

や共済組合に加入の方も「国民年金第２

号被保険者」といいます。

▼人生の「万が一」のためにも
国民年金について「老後のことより今

の生活費」と考えてしまう方がいるよう

です。国民年金は、老後の生活保障だけ

ではなく、病気やけがで障害が残ったと

きや、一家の働き手が亡くなったときな

どにも年金が支給され、生活の大きな支

えになります。「あの時加入していれば

…」と後悔しないよう、いつ起きるかわ

からない人生の「万が一」のために、国

民年金に加入しましょう。

◎加入手続きは役場の戸籍年金担当へ

新成人のみなさんへ

吹雪の時は家庭で

ゴミを保管してください

吹雪などでゴミ収集ができない状況の時は、ゴミステ

ーションには出さないで、各家庭で一時保管し、次の収

集の日に出すようにしてください。

問い合わせ　住民企画課環境衛生担当　

† 76－2151（内線217）

「○」は全日診療、「△」は午前診療、「×」は休診、「当」は在宅当番病院、「救」は救急病院

年末年始の各病(医)院の診療日程

交通事故被害世帯の皆さんに次のような援護制度がありますの

で、ご利用ください。

【交通遺児等育成資金貸付（無利子）】

対　　象 自動車（バイク含む）事故により保護者の方が亡くなら

れたり、重い後遺障害を残すこととなったご家庭のお子

様で、０歳から中学卒業まで

貸付金額 一人につき最初一時金155,000円、以後月額20,000円、

小・中学校入学時に入学支度金44,000円

返還方法 貸付終了後、月賦または月賦・半年賦併用による20年以

内での返還

そ の 他 高校、大学に在学中は返還猶予が可能です

【重度後遺障害者介護料支給】

対　　象 自動車（バイク含む）事故により、脳、脊髄、または胸

腹部臓器に損傷を受け、常時または随時の介護を必要と

する方で一定の要件に該当する方（自損、他損は問いま

せん）

支 給 額 月額29,290円～136,880円の範囲で、障害の程度や介護

費用の支出に応じて支給　※「短期入院」費用も別途支給

注　　意 介護保険サービス、労災の介護給付等との併用はできま

せん

◆申し込み・問い合わせ先

独立行政法人　自動車事故対策機構　旭川支所

†0166－40－0111
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津別町では、町内にある空き家等の有効利用を通して、

地域の活性化・住み替えによる住環境の改善を図るため、

『空き家等情報登録制度』を制定し、町のホームページに

「空き家・空き地・空き店舗・空き事業所」の情報を掲載

しています。町内に一戸建ての家や宅地として利用でき

る土地、空き店舗、空き事業所をお持ちの方で、賃貸・

売買を希望される方は、『空き家等情報登録制度』への登

録をお願いします。

また、町内で住宅をお探しの方、移住希望の方へは、

この制度における『利用希望者』に登録された場合、空

き家等の情報を提供させていただきます。

■利用方法

《空き家等の所有者》

空き家等の所有者は、登録申込をいただくと、町のホ

ームページ等に物件情報を掲載いたします。また、空き

家等の利用希望者登録情報の提供もさせていただきます。

※ホームページに掲載を希望しない方は申出ください。

《空き家等の利用希望者》

空き家等をお探しの方は、登録申込をいただくと利用

希望者として登録いたします。また、空き家等の登録情

報を町のホームページ等により提供させていただきます。

■注意事項 町は、情報登録者・利用希望者への情報提　

供は行いますが、あっせん・仲介は行いません。また、

売買・賃貸の交渉や契約等に関するトラブル等につい

ては当事者間で解決していただきます。

■問い合わせ先 産業振興課　商工観光グループ

†76－2151（内線259）


